
  

 
 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

４０７ 粘膜点墨法加算と色素内視鏡法加算（逆流性食道炎、急性胃炎）の算

定について 

 

《令和６年１２月２７日》 

 

○ 取扱い 

 

① 逆流性食道炎に対するＤ306 食道ファイバースコピー時の粘膜点墨法

加算又は色素内視鏡法加算の算定は、原則として認められない。 

② 急性胃炎に対するＤ308 胃・十二指腸ファイバースコピー時の粘膜点墨

法加算又は色素内視鏡法加算の算定は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

粘膜点墨法は、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として、内視

鏡直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるもの、

色素内視鏡法は、インジゴカルミン等の色素を散布して周囲との境界を明瞭

にし、コントラストや凹凸変化、色調変化を強調するものであり、逆流性食道

炎や急性胃炎に対する内視鏡検査時に、これらの検査法を実施する必要性は

低いと考えられる。 

以上のことから、逆流性食道炎に対するＤ306 食道ファイバースコピー時や

急性胃炎に対するＤ308 胃・十二指腸ファイバースコピー時の粘膜点墨法加算

又は色素内視鏡法加算の算定は、原則として認められないと判断した。 
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